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フレックスタイム制・当局提案の概要

項目 内容 

対象者 
子の養育、療養のための通院又は家族の介護等を行う職員（但し、教

育委員会等に勤務する職員を除く） 

要件 
所属長が職員の申告を経て、単位期間につき１週間当たり38時間45分

となるよう勤務時間を割り振る。 

割振り単位期間 
原則４週間ごと 

（やむを得ない場合は１週間以上４週間以下） 
コアタイム

（必須勤務時間）
９時から16時までの時間帯において休憩時間を除き、連続する４時間 

フレキシブルタイム
午前 7時以後、22 時以前  

（始業・終業時間を自由に設定できる時間帯） 

最短勤務時間数 １日４時間 

割振りの期限 できる限り、単位期間が始まる日の前日から起算して１週間前まで。 

割り振り後の変更 
任命権者は、職員から変更の申告があった場合及び業務の運営に支障
が生ずると認められる場合には、割振りを変更することができる。 

施行日  

現行

月

火

水

木

金

休憩 8:45

9:30

休憩

9:00 勤務時間

休憩 10:00

休憩 6:00

20:00

15:30

19:15

１週間合計 38：45

19:00

4:00

休憩 10:00

8:00

　１日の最短勤務時間（休憩時間を除く）は４時間。勤務時間が６時間
未満の場合は休憩時間を設けなくてもよい（木曜日の事例が該当）

22:00

育児・介護

17:15

フレキシブルタイム コアタイム（例） フレキシブルタイム

7:00 8:30 10:30 12:00 13:00 14:30

開庁時間

私
は
話
す
こ
と
が

苦
手
だ
。
言
葉
に

つ
ま
る
こ
と
も

多
々
あ
る
。
そ
ん

な
時
に
「
超
一
流

の
雑
談
力
」
と
い

う
本
を
見
つ
け
た

の
で
紹
介
し
た
い

と
思
う
▼
雑
談
と

い
う
と
他
愛
も
な

い
話
を
何
と
な
く
話
す
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
本
は
「
超
一
流
」
と
つ
け

て
い
る
だ
け
あ
り
、
私
の
イ
メ

ー
ジ
と
は
異
な
る
。
と
い
う
の

も
、
一
流
は
雑
談
か
ら
ヒ
ン
ト

を
得
た
体
で
本
題
に
入
る
ら
し

い
。
本
題
の
内
容
か
ら
連
想
さ

れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
を
先
に
準
備

し
て
お
き
、
雑
談
の
中
で
そ
の

よ
う
な
話
題
が
き
た
タ
イ
ミ
ン

グ
で
「
あ
っ
、
そ
う
い
え
ば

…

」
と
本
題
へ
話
を
流
す
よ
う

だ
。
う
ー
ん
。
な
ん
と
も
難
し

い
▼
他
に
も
、
簡
単
に
実
践
で

き
そ
う
な
も
の
と
し
て
、
声
の

高
さ
を
「
フ
ァ
」
か
「
ソ
」
で

話
を
す
る
と
親
し
み
や
す
さ
が

伝
わ
る
。
ま
た
、
当
た
り
前
の

こ
と
で
は
あ
る
が
、
開
口
一
番

の
さ
わ
や
か
な
「
よ
ろ
し
く
お

願
い
し
ま
す
」
と
い
う
挨
拶
も

大
切
な
雑
談
の
一
歩
で
あ
る
。

雑
談
力
ア
ッ
プ
の
方
法
と
し

て
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
で
「
何
階

で
す
か
？
」
と
聞
い
た
り
、
会

計
時
に
、
店
員
さ
ん
と
ひ
と
言

会
話
を
す
る
な
ど
が
紹
介
さ
れ

て
い
る
▼
周
り
に
も
話
の
う
ま

い
人
、
引
き
込
ま
れ
る
話
の
仕

方
を
す
る
人
が
い
る
。
人
の
真

似
も
し
な
が
ら
、
話
を
し
や
す

い
雰
囲
気
づ
く
り
を
し
て
い
き

た
い
。
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の
切
実
な
声

＝
県
職
労
赴
任
旅
費
実
態
ア
ン
ケ
ー
ト
集
約
＝

　

当
局
は
１
月
に
岩
手
県
地
公

共
闘
会
議
（
議
長
：
金
田
一
文

紀
（
岩
教
組
）
）
に
対
し
、
全

職
員
を
対
象
に
フ
レ
ッ
ク
ス
タ

イ
ム
制
度
を
本
年
４
月
か
ら
拡

充
さ
せ
た
い
と
提
案
。
こ
れ
に

対
し
、
拡
充
す
る
こ
と
に
よ
る

県
民
サ
ー
ビ
ス
低
下
等
、
公

務
運
営
に
支
障
が
生
じ
る
と
し
、

拙
速
導
入
に
反
対
と
県
職
労
か

ら
地
公
共
闘
に
働
き
か
け
、
２

月
議
会
提
案
を
見
送
ら
せ
た
経

緯
が
あ
る
。
当
局
は
９
月
議
会
を

想
定
し
た
勤
務
時
間
条
例
改
正
を

目
論
ん
で
い
た
。

　

７
月
19
日
、
当
局
は
フ
レ
ッ

ク
ス
タ
イ
ム
制
拡
充
に
関
し
、

育
児
・
介
護
・
通
院
等
を
行
う

職
員
に
限
定
す
る
内
容
で
勤
務

時
間
条
例
改
正
案
を
９
月
議
会

に
提
出
し
た
く
、
県
職
労
に
提

案
（
概
要
は
左
の
と
お
り
）
、

県
職
労
は
提
案
理
由
及
び
諸
課

題
に
対
す
る
基
本
姿
勢
を
質
す

た
め
、
交
渉
を
行
っ
た
。

　

交
渉
の
内
容
等
は
下
表
の
と

　

人
事
異
動
に
お
け
る
諸
課
題

に
関
し
、
当
局
に
具
体
的
な
改

善
を
求
め
る
べ
く
、
６
月
に
赴

任
旅
費
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、

80
人
を
超
え
る
組
合
員
か
ら
協

力
い
た
だ
い
た
。
組
合
員
の
要

求
の
概
要
は
次
の
と
お
り
（
委

細
は
表
を
参
照
）
。

①
異
動
内
示
・
移
転
料
改
善
を

　

引
っ
越
し
業
者
に
依
頼
で
き

た
組
合
員
は
少
な
く
、
異
動
内

示
日
（
３
月
12
日
）
で
は
引
っ

越
し
業
者
が
確
保
で
き
な
い
事

情
か
ら
自
ら
引
っ
越
し
作
業
を

強
い
ら
れ
た
ケ
ー
ス
が
多
か
っ

た
。
業
者
依
頼
で
き
て
も
多
額

の
費
用
を
要
し
、
移
転
料
で
は

全
く
賄
え
な
い
実
態
も
報
告
さ

れ
た
。
こ
の
た
め
、
早
期
内
示

と
移
転
料
の
改
善
の
双
方
が
切

実
な
要
求
で
あ
る
こ
と
が
改
め

て
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

②
着
任
期
間
の
確
保
を

　

着
任
期
間
は
１
週
間
と
な
っ

て
い
る
が
、
着
任
期
間
中
に
新

年
度
の
業
務
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が

埋
め
ら
れ
る
な
ど
、
着
任
期
間

が
確
保
で
き
な
い
事
案
も
見
受

け
ら
れ
た
。
着
任
期
間
の
保
障

を
改
め
て
求
め
る
必
要
が
あ
る
。

③
公
舎
確
保
・
修
繕
を

　

公
舎
数
が
不
足
し
住
居
確
保

に
苦
労
し
た
事
例
が
沿
岸
部
を

中
心
に
報
告
さ
れ
た
ほ
か
、
公

舎
の
Ｗ
ｉ―

Ｆ
ｉ
環
境
が
未
整

備
で
あ
り
、
住
環
境
の
改
善
を

求
め
る
意
見
も
挙
げ
ら
れ
た
。

　

県
職
労
は
集
約
結
果
を
も
と

に
確
定
期
を
見
据
え
て
当
局
に

改
善
を
強
く
求
め
て
い
く
。

　

７
月
19
日
、
当
局
は
、
育
児
・
介
護
・
通
院
等
を
行
う
職
員
に
限
定
し
て
来
年
１
月
か
ら

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
導
入
し
た
い
と
、
県
職
労
に
対
し
提
案
し
た
。
こ
れ
を
受
け
、
提

案
理
由
及
び
諸
課
題
に
対
す
る
基
本
姿
勢
を
質
す
た
め
、
交
渉
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
法
的

根
拠
は
も
と
よ
り
導
入
時
の
職
場
課
題
な
ど
交
渉
団
の
追
及
に
対
し
納
得
で
き
る
回
答
が
得

ら
れ
ず
、
再
考
を
強
く
求
め
た
。
県
職
労
は
導
入
に
対
し
慎
重
姿
勢
で
交
渉
に
臨
む
。

お
り
で
あ
る
が
、
法
的
根
拠
の

矛
盾
に
加
え
、
交
渉
団
の
追
及

に
対
し
、
総
じ
て
納
得
で
き
る

回
答
と
は
程
遠
い
回
答
か
ら
、

人
員
体
制
、
勤
務
時
間
管
理
な

ど
、
職
場
課
題
解
決
が
先
と
主

張
。
次
回
交
渉
で
改
め
て
課
題
に

即
し
た
対
応
を
求
め
て
い
く
。

育・介・通
院
等
限
定
フ
レ
ッ
ク
ス
提
案

育・介・通
院
等
限
定
フ
レ
ッ
ク
ス
提
案

育・介・通
院
等
限
定
フ
レ
ッ
ク
ス
提
案

育・介・通
院
等
限
定
フ
レ
ッ
ク
ス
提
案

当
局

項目 組合員の実態・要望

①早期
内示

・異動まで１月～1.5月分を確保すべき。現在の内示時期では引越
業者・住居の確保、諸手続き等の時間がない。
・引越業者が確保できず、事務引継ぎ等の多忙期のなか自ら引っ
越し作業を 得ず、肉体的・精神的に疲弊した。
・転居に当たりアパート が ２重に負担となった。

②移転
料改善

・引越業者に依頼するも移転料で20万円以上の自己負担のケース
も。引越業者に依頼できる移転料の水準確保を。
・住居の敷金、礼金、仲介手数料に多額の負担。移転料に加えるべき。

③着任
期間

・着任期間があるも事前に新年度のスケジュールが埋められ、引っ
越し作業前に着任を強いられている。その期間中はホテル泊を余儀
なくされた。着任期間の保障を。

④公舎
改善

・公舎入居できず、高額の民間アパートを借りざるを得なかった。公
舎確保を（借り上げ公舎確保を含む）。
・公舎が老朽化。かつＷⅰ－Ｆⅰ環境が未整備、修繕を。

⑤新採
用の赴
任改善

・県外の大学修了後、着任に備え県内に転居した。所属公所の連絡
が直前であるも、連絡前に県内に転居したため県外からの赴任旅費
の対象外に。また、県外の大学修学時に住民票を移していなかった
ことから、県外からの赴任旅費の対象外に。運用改善を。

表　赴任旅費アンケートの主要意見

ま
ず
は
人
員・勤
務
時
間
管
理
等
解
決
を

ま
ず
は
人
員・勤
務
時
間
管
理
等
解
決
を

県
職
労

表　赴任旅費アンケートの主要意見

早
期
内
示

移
転
料
改
善

▲フレックスタイム制について基本姿勢を質す県職労交渉団（円内は加藤人事課長）

人事課長回答
・昨年の職員アンケートで約７割の職
員がフレックスタイム制の利用を希望。
・当県同規模の他県事例も 10 ～ 30 人
の利用実績。取得が想定される当県の
Ｄ勤務（遅出・９時 30 分出勤）も 19
人程度であり、公務運営への支障も少
ないと見込む。

・管理監督者や庶務担当の負担が間接
的に増すことも想定。勤務時間管理シ
ステムの改修等で負担軽減に努める。
・事後にアンケートやヒヤリング等を
実施。課題検証し、随時ブラッシュア
ップしていく。
・所属等において仕事の分担や進め方
を話し合い、計画的に業務遂行を。業
務運営に支障がある場合は勤務時間の
割振調整をするが、子育て等の事情を
抱える職員に十分配慮。
・長時間労働対策として何かしらの形
で勤務時間管理システムを追加改修で
きないか検討。

・フレックスタイム制と休暇制度とは
別個の問題。人事委員会報告等を踏ま
え必要性を判断。

交渉項目

導入理由等

導入時の職
場環境の課
題／所属長
のマネジメ
ント

公務運営へ
の影響

適正な勤務
時間管理

休暇拡充に
向けて

交渉団の回答（反論）
・制度の委細や職場課題も踏まえ
たうえでの回答と言えない。
・このアンケート結果で導入ニー
ズが高いことや、他県事例、時差
通勤（早出等）の実績等で公務運
営への支障がないと判断するには
拙速。

・事前に各所属において具体的な
導入時の課題をイメージできる具
体的な対応例等を示すべき。
・公務職場では、事前の労働条件
明示が必須。法の整理が必要。

・人事課長回答のように配慮でき
る職場環境とは程遠い人員体制も。
公務運営に支障がないよう人員体
制を含めた具体的改善策を示すべ
き。
・隠れ超勤が散見、一層の対策
（出退勤記録と超勤のリンク等）
が前提。

・休暇拡充こそ優先。フレックス
が改善に資するのか具体的説明を。

内容

　子の養育、療養のための通院又は家族の介護等を行う職員
（但し、教育委員会等に勤務する職員を除く）

　所属長が職員の申告を経て、単位期間につき１週間当たり38時間
45分となるよう勤務時間を割り振る。

原則４週間ごと
（やむを得ない場合は１週間以上４週間以下）

９時から16時までの時間帯において休憩時間を除き、連続する４時間

午前7時以後、22時以前
（始業・終業時間を自由に設定できる時間帯）

１日４時間
できる限り、単位期間が始まる日の前日から起算して１週間前まで。

　任命権者は、職員から変更の申告があった場合及び業務の運営に支
障が生ずると認められる場合には、割振りを変更することができる。

　2022年１月を予定

項目

対象者

要件

割振り単位期間

コアタイム
（必須勤務時間）

フレキシブルタイム

最短勤務時間数

割振りの期限

割り振り後の変更

施行日

フレックスタイム制・当局提案の概要



　

現
在
、
各
支
部
に
お
い
て
各

評
協
議
会
の
独
自
要
求
交
渉
に

向
け
た
意
見
交
換
会
を
展
開
し

て
い
る
。
秋
の
確
定
闘
争
と
並

行
し
て
交
渉
を
設
定
し
、
具
体

的
な
改
善
を
求
め
て
い
く
。

福
祉
・
環
境
部
門

　

久
慈
支
部
・
県
北
保
健
福
祉

環
境
部
分
会
で
は
、
６
月
24
日

に
環
境
衛
生
課
、
７
月
14
日
に

福
祉
課
・
企
画
管
理
課
で
の
意

見
交
換
会
を
開
催
。
昨
年
度
の

交
渉
の
到
達
点
を
も
と
に
職
域

課
題
の
集
約
を
行
っ
た
。

　

環
境
部
門
で
は
、
各
保
健
所

で
薬
務
を
担
う
薬
剤
師
配
置
が

で
き
ず
、
業
務
に
支
障
を
来
し

て
お
り
確
保
策
の
強
化
の
意
見

が
挙
が
っ
た
。
食
品
衛
生
監
視

員
の
確
保
と
と
も
に
、
必
要
と

　

北
上
支
部
は
、
７
月
10
日
、

農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
大
会
議
室

に
お
い
て
、
第
59
回
定
期
大
会

を
開
催
し
た
。

　

和
賀
支
部
長
は
、
「
昨
年
か

ら
続
く
コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
職
場

の
労
働
条
件
、
環
境
は
厳
し
さ

を
増
し
て
い
る
状
況
。
組
合
員

一
人
ひ
と
り
の
声
を
反
映
さ
せ

長
時
間
労
働
解
消
の
対
策
強
化
を

第
１
回
職
員
安
全
衛
生
管
理
委
員
会

＝
７
・
14
北
上
支
部
定
期
大
会
＝

て
安
心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る

職
場
環
境
を
め
ざ
し
、
課
題
解

決
の
た
め
活
発
な
議
論
で
、
支

部
組
合
員
の
皆
さ
ん
と
力
を
合

わ
せ
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
」

と
冒
頭
挨
拶
し
ま
し
た
。

　

執
行
部
か
ら
は
、
今
年
度
の

組
織
強
化
に
向
け
て
、
新
採
用

職
員
の
加
入
促
進
な
ど
の
取
り

組
み
を
進
め
て
い
る
こ
と
、
人

員
確
保
の
た
め
の
要
求
に
つ
い

て
の
取
り
組
み
が
示
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
運
動
方
針
で
は
７
項

目
の
活
動
方
針
が
示
さ
れ
、
各

種
活
動
へ
の
積
極
的
な
参
画
な

ど
の
支
部
方
針
を
確
認
。
全
て

可
決
さ
れ
、
支
部
に
お
け
る
向

こ
う
一
年
間
の
運
動
方
針
が
確

立
さ
れ
た
。

　

最
後
に
支
部
長
の
「
団
結
頑

張
ろ
う
」
の
掛
け
声
で
、
働
き

や
す
い
職
場
環
境
へ
向
け
、
共

に
働
く
支
部
の
仲
間
が
一
丸
と

▲大会を締めくくった団結ガンバロー

▲県北保健福祉環境部・環境衛生課での意見交換会のようす

▲二戸農業改良普及センターでの意見交換会のようす

＝
会
計
年
度
任
用
職
員
健
康
診
断
の
充
実
求
め
る
＝

な
り
連
帯
し
て
取
り
組
ん
で
い

く
こ
と
を
確
認
し
て
、
大
会
は

閉
会
し
た
。

安
心
し
て
働
き
続
け
ら
れ
る 

職
場
環
境
を

評協議会

各
職
域
で
の
要
求
確
立
と 

組
織
強
化
を

　

７
月
15
日
、
２
０
２
１
年
度

第
１
回
職
員
安
全
衛
生
管
理
委

員
会
が
開
催
さ
れ
、
２
０
２
０

年
度
の
取
り
組
み
結
果
を
踏
ま

え
た
２
０
２
１
年
度
の
取
り
組

み
状
況
を
協
議
し
た
。

①
長
期
療
養
者
の
状
況

　

14
日
以
上
の
長
期
療
養
者
は

２
０
２
０
年
度
で
１
６
５
人
と

高
水
準
で
横
ば
い
が
続
い
て
い

る
。
そ
の
う
ち
精
神
疾
患
が
１

１
０
人
を
占
め
た
。
精
神
疾
患

者
は
若
年
層
に
加
え
、
職
場
の

中
核
的
役
割
を
担
う
40
歳
代
も

増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、

事
務
局
か
ら
世
代
別
、
職
域
別

対
策
の
強
化
を
検
討
す
る
と
し

た
。
県
職
労
委
員
か
ら
臨
床
心

理
士
に
よ
る
相
談
体
制
が
強
化

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
精
神
疾

患
者
が
増
加
傾
向
に
あ
る
こ
と
か

ら
、
疾
患
の
背
景
や
傾
向
等
を
踏

ま
え
た
対
策
と
と
も
に
、
職
場
で

の
予
防
策
の
強
化
を
求
め
た
。

②
長
時
間
労
働
の
保
健
指
導

　

２
０
２
０
年
度
の
長
時
間
労

働
の
保
健
指
導
対
象
者
（※
）

は
延
べ
７
３
５
人
と
前
年
度
よ

り
も
２
３
２
人
増
加
し
た
（
主

な
地
区
の
状
況
は
表
の
と
お

り
）
。
事
務
局
は
新
型
コ
ロ
ナ

対
策
で
の
業
務
量
増
と
回
答
し

た
が
、
県
職
労
か
ら
、
「
各
地

区
の
衛
生
委
員
会
で
も
長
時
間

労
働
是
正
を
求
め
る
意
見
を
表

明
し
た
が
、
産
業
医
か
ら
人
的

措
置
の
拡
充
な
ど
対
策
は
難
し

い
趣
旨
の
回
答
も
。
実
効
力

あ
る
対
策
こ
そ
行
う
べ
き
」
、

「
特
例
業
務
と
な
り
、
長
期
化

し
て
い
る
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
の

長
時
間
労
働
是
正
策
と
健
康
管

理
の
充
実
が
必
要
」
、
「
長
時

間
労
働
の
時
間
に
関
し
、
土
日

出
勤
の
振
替
時
間
も
対
象
と
す

る
必
要
が
あ
る
」
と
訴
え
、
当

局
の
一
層
の
対
策
を
求
め
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
委
員
長
（
総

務
部
長
）
か
ら
「
超
勤
縮
減
は

職
員
の
健
康
保
持
の
た
め
に
必

要
。
コ
ロ
ナ
対
策
の
た
め
保
健

師
を
増
員
し
、
保
健
所
の
応
援

チ
ー
ム
を
設
置
し
て
対
処
中
。

ワ
ク
チ
ン
接
種
の
支
援
チ
ー
ム

も
７
月
に
立
ち
上
げ
対
応
し
て

い
る
。
今
後
の
情
勢
は
不
透
明

だ
が
、
予
算
措
置
を
含
め
て
行

う
。
知
事
・
副
知
事
に
も
長
時

間
労
働
是
正
に
向
け
た
対
応
は

報
告
し
、
取
り
組
ん
で
い
る
」

と
応
じ
た
。

（※

）
保
健
指
導
対
象
者

　

１
か
月
の
超
過
勤
務
時
間
が

１
０
０
時
間
（
２
〜
６
か
月
の

平
均
超
過
勤
務
時
間
が
80
時
間
）

を
超
え
る
職
員
、
ま
た
は
長
時

間
の
労
働
に
よ
り
心
身
の
疲
労

や
健
康
上
の
不
安
を
有
し
て
い
る

職
員
で
本
人
の
申
し
出
又
は
所
属

長
が
必
要
と
認
め
る
職
員
。

③
会
計
年
度
任
用
職
員
の
健
康
診
断

　

会
計
年
度
任
用
職
員
へ
の
定

期
健
康
診
断
に
関
連
し
、
フ
ル

タ
イ
ム
に
適
用
と
な
っ
て
い
る

が
ん
検
診
に
関
し
、
パ
ー
ト
タ

イ
ム
に
も
適
用
す
る
必
要
が
あ

る
こ
と
、
奥
州
市
等
で
導
入
済

で
あ
る
こ
と
等
も
訴
え
、
是
正

を
求
め
た
。
事
務
局
か
ら
は
検

討
を
進
め
る
と
回
答
が
あ
っ
た
。

④
受
動
喫
煙
対
策

　

２
０
１
９
年
７
月
か
ら
の
庁

舎
内
全
面
禁
煙
と
な
っ
て
以

降
、
庁
舎
周
辺
で
の
喫
煙
に
係

る
住
民
か
ら
の
苦
情
が
収
ま
ら

ず
、
そ
の
都
度
人
事
当
局
の
注

意
喚
起
が
続
い
て
い
る
問
題
を
追

及
。一
定
の
喫
煙
者
の
存
在
や
、

受
動
喫
煙
防
止
の
観
点
か
ら
対

応
が
必
要
と
指
摘
し
た
。
委
員

長
（
総
務
部
長
）
か
ら
特
定
屋

外
喫
煙
場
所
の
整
備
は
困
難
で

あ
る
こ
と
、
住
民
に
迷
惑
を
か

け
な
い
喫
煙
対
策
も
検
討
が
必

要
で
あ
る
と
し
、
継
続
検
討
す

延数 前年同期 増減 延数 前年同期 増減
本庁 505 419 86 313 254 59
盛岡 32 7 25 20 1 19
花巻 25 10 15 11 6 5
遠野 1 1
北上 71 71 7 7
県南本局 6 3 3 5 3 2
大船渡 15 24 ▲ 9 8 18 ▲ 10
釜石 8 18 ▲ 10 1 8 ▲ 7
宮古 23 7 16 7 4 3
岩泉 10 4 6 8 4 4
久慈 14 6 8 1 1
二戸 1 1
環保研 24 1 23 14 1 13
農大 1 ▲ 1
福相センター 3 ▲ 3 1 ▲ 1

合計 735 503 232 395 301 94

2020長時間労働による健康障害防止の保健指導　実施状況

※地区名は合庁庁舎（分庁舎）単位での集計。一関・千厩は報告なし。

な
る
大
学
の
単
位
取
得
に
係
る

支
援
制
度
の
創
設
を
求
め
る
意

見
も
挙
げ
ら
れ
た
。

　

福
祉
部
門
で
は
、
若
手
の
育

成
を
行
い
な
が
ら
業
務
を
遂
行

す
る
実
態
に
あ
り
、
そ
の
負
担

が
増
加
し
て
い
る
と
の
意
見
が

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
生
活

保
護
、
介
護
保
険
・
障
が
い
福

祉
を
専
担
で
担
う
中
核
的
な
人

材
配
置
の
必
要
性
の
意
見
が
多

数
挙
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
超
過

勤
務
手
当
の
満
額
支
給
の
確
実

な
実
施
、
精
神
保
健
福
祉
業
務

る
こ
と
と
し
た
い
と
の
回
答
が

あ
っ
た
。

　

県
職
労
で
は
、
各
支
部
等
か

ら
の
意
見
を
引
き
続
き
集
約
し
、

職
員
の
健
康
保
持
と
労
働
安
全

衛
生
の
観
点
か
ら
課
題
を
当
局
に

訴
え
、
改
善
を
求
め
て
い
く
。

各
支
部
で
も
衛
生
委
員
会
で
の
意

見
反
映
を
お
願
い
す
る
。

手
当
等
の
特
殊
勤
務
手
当
の
改

善
要
望
が
挙
げ
ら
れ
た
。

　

各
支
部
で
も
意
見
集
約
し
、

保
健
福
祉
部
・
環
境
生
活
部
へ

の
要
求
書
作
成
を
進
め
て
い
く
。

普
及
セ
ン
タ
ー
部
門

　

７
月
７
日
、
二
戸
支
部
・
二

戸
農
業
改
良
普
及
セ
ン
タ
ー
分

会
に
お
い
て
、
普
及
部
門
に
係

る
意
見
交
換
会
を
開
催
し
た
。

　

人
員
配
置
に
関
し
て
は
、
セ

ン
タ
ー
全
体
で
作
目
別
の
複
数

配
置
は
実
現
で
き
て
い
る
が
、

産
地
育
成
課
単
位
で
の
複
数
配

置
こ
そ
必
要
で
あ
る
こ
と
、

Ｇ
Ａ
Ｐ
認
証
業
務
の
比
重
が
増

大
し
て
い
る
が
、Ｇ
Ａ
Ｐ
認
証

の
資
格
更
新
に
係
る
経
費
支
援

が
必
要
で
あ
る
こ
と
等
が
挙
げ

ら
れ
た
。

　

ス
マ
ー
ト
農
業
普
及
に
関
し

て
は
、
農
業
機
械
は
メ
ー
カ
ー

に
よ
り
取
扱
が
異
な
る
た
め
、

機
器
類
の
相
談
対
応
が
難
し
く
、

各
普
及
セ
ン
タ
ー
に
係
る
ス
マ

ー
ト
農
業
の
相
談
体
制
の
在
り

方
の
検
討
が
必
要
と
の
意
見
が

挙
げ
ら
れ
た
。

　

執
務
環
境
で
は
、
私
用
の
ス

マ
ホ
で
の
相
談
対
応
が
多
く
、

公
用
携
帯
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、

公
用
車
の
更
新
に
当
た
り
予
算

枠
が
少
な
く
入
札
不
調
と
な
り

納
入
に
支
障
を
来
し
て
い
る
こ

と
等
が
挙
げ
ら
れ
た
。

　

各
分
会
で
も
意
見
集
約
し
、

農
林
水
産
部
へ
の
要
求
書
作
成

を
進
め
て
い
く
。

専
門
職
・
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト

育
成
の
具
体
化
を

多
様
化
す
る
普
及
業
務

　
　
　
　
遂
行
の
た
め
増
員
を

表 2020 長時間労働による健康障害防止の保健指導　実施状況

※地区名は合庁庁舎 （分庁舎） 単位での集計。 一関 ・ 千厩は報告なし。
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